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会 議 の 概 要 

開会　１４時４０分 

 

開 会 

教 育 長（岸正博君）出席委員、全員でありますので、地方教育行政の組織及び運営に関

する法律第１４条第３項の規定に基づき、会議は成立いたします。 

　　それでは、ただ今より令和７年第１１回藤岡市教育委員会定例会を開会します。 

　　初めに、議事録署名人の指名を行います。藤岡市教育委員会会議規則第２０条第１項

に基づき、温井書記を指名します。 

 

 

日程第１　第９回定例会の議事録の承認 

教 育 長（岸正博君）日程第１、第９回定例会の議事録の承認についてですが、各委員に

おかれましては、訂正箇所等がありましたらお願いします。 

委員一同　なし。 

教 育 長（岸正博君）第９回定例会の議事録を承認することで、よろしいでしょうか。 

委員一同　異議なし。 

教 育 長（岸正博君）第９回定例会の議事録は承認されました。 

 

 

日程第２　教育長の諸報告 

教 育 長（岸正博君）日程第２、教育長の諸報告についてですが私から報告します。 

教 育 長（岸正博君）教育委員会事務局の各課から報告があります。これは例年どおりの

形になります。 

　　最初に教育総務課です。 

　　学校施設関係の主な工事等について、小中学校体育館に空調設備を設置するための設

計業務委託と北中学校体育館の多目的トイレ設置工事の入札を１０月下旬に執行する予

定です。完了の時期は設計業務委託が３月中旬、北中学校体育館の多目的トイレ設置工

事は３月上旬の予定です。 

　　工事着工後は関係者と十分調整を図りながら事故のないよう安全に進めてまいります。 

　　次に学校教育課です。 
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　　８月２９日より２学期が始まりました。このところ毎年でありますが、非常に残暑が

まだまだ厳しい。今日もまだ暑いですね。熱中症対策を講じながら各校では教育活動が

始まっております。幸い熱中症の報告は受けておりません。 

　　インフルエンザや新型コロナウイルスなどの感染症に関しても、かかった生徒はおり

ますが、心配されるような集団発生は今のところありません。 

　　例年この時期に実施していた、中学校２年生を対象としたチャレンジウイークは、例

年だともう終わっているくらいの時期ですが、熱中症の心配や台風の影響等で十分に実

施できない状況が続いていたので、今年度は時期を変えて１０月に実施します。 

　　小学校の運動会も学校の実状に応じて明日、２７日開催のところが３校あります。１

０月開催、１１月開催と今年度も分散で開催します。部活動では、９月２０日から１０

月１９日まで中体連新人大会が行われています。新人戦をきっかけとして、充実した部

活動を行ってくれることを期待しております。 

　　藤岡市教育研究所では、今年度も研究員が熱心に教育研究を行っています。５日には、

構想検討会を行い、研究の構想が児童生徒の実態に即し、ふさわしい内容と方法である

かを皆で協議しておりました。これから具体的な授業実践とその検証を行いながら、研

究を進めていく予定であります。 

　　次に生涯学習課です。 

　　毎年、人権の意義と重要性を正しく認識し、人権尊重の精神を身に付けるため、市内

の小中学生から人権に関するポスター、標語、作文を募集しています。今年においては、

９月４日、１８日、２４日にそれぞれの審査会を行いました。応募総数は３１０点で、

最優秀賞３名、優秀賞１５名、佳作１０名を決定しました。今年も入賞者の作品集を作

成し、市内小中学生に配布して人権啓発を図ってまいります。 

　　８月の総合学習センターの利用状況は、文化施設利用２０５団体、２，６４８人、体

育施設利用１４８団体、１，６９９人、合計３５３団体、４，３４７人でした。 

　　次に、文化財保護課です。 

　　藤岡歴史館の夏季企画展「高山家の兄弟たち～長五郎と九蔵～」について、７月１９

日から９月７日までの５１日間開催し、１，１９９人の入場者がありました。また８月

２３日に関連企画として講演会を開催し、木村九蔵顕彰会会長の神部秀夫氏を講師とし

て、養蚕改良競進社を興した木村九蔵氏の活動等を、当市の高山社創始者で実兄である

高山長五郎と絡めてお話しいただきました。当日の参加者は２３人でありました。 

　　世界文化遺産高山社跡については、８月２５日に史跡高山社跡保存整備計画策定委員

会を開催し、令和６年度の事業成果及び令和７年度の保存整備工事の予定を説明し、現
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在の保存整備工事について、各専門委員から意見をいただきました。 

　　埋蔵文化財発掘調査については、保美地区ほ場整備事業の発掘調査を実施中であり、

現在までに奈良・平安時代の竪穴住居跡が約２２０軒検出されました。前回の時は５０

軒検出と報告があったと思います。増えました。保美地区に大きな集落があったことが

分かってまいりました。 

　　８月の入場者数は、高山社跡５７２人、前回４６６人だったので少し増えていますね。

藤岡歴史館は８３０人、前回は４４５人だったので倍増していますね。井上課長が喜ん

でいます。また、デジタル博物館８月のアクセス数は１９，８１２件でした。前回は８，

９１９件でした。 

　　次にスポーツ課です。 

　　大会関係では、９月７日、日曜日に第２２回藤岡市ふれあいスポーツフェスティバル

及び第７３回藤岡市民ソフトテニス大会、１４日、日曜日に第５０回藤岡市民ソフト

ボール秋季大会及び第５６回藤岡市民剣道大会など４大会が開催され、合計で４５０人

が参加しております。 

　　教室関係では、９月１６日、火曜日にやわらかダンベル教室が開講し、５月又は前月

から継続しているジュニアサッカー教室、小学生バスケットボール教室、初心者ソフト

テニス教室と合わせて４教室が開催され、合計で１８１人が参加いたしました。 

　　最後に学校給食センターです。 

　　９月１日、月曜日から９月１２日、金曜日までの平日１０日間、高崎健康福祉大学の

３年生２名を管理栄養士の必修科目である臨地実習のため、受け入れを行いました。 

　　９月１８日には給食指導委員会を開催し、１１月分の献立や就学児健診時のアレル

ギー説明などに関する議題ついて、承認をいただきました。議題のうち配食時に使用し

ているビニール手袋からトングの使用への変更については、小学校低学年の児童がトン

グを容易に使用できるかなどの調査を行う必要があるため、検討事項となりました。 

　　以上、教育長報告といたします。 

教 育 長（岸正博君）ただ今の諸報告について、ご質問がありましたらお願いします。 

委員一同　なし。 

教 育 長（岸正博君）質問もないようですので、教育長の諸報告を終わります。 

 

 

日程第３　報告第８号　事務の臨時代理の承認を求めること

について 
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教 育 長（岸正博君）次に、日程第３、報告第８号、事務の臨時代理の承認を求めること

について事務局より説明をお願いします。 

教育総務課長（山下由希子君）報告第８号について朗読及び概要を説明する。 

（説明内容）令和７年度藤岡市一般会計補正予算第５号について、ご説明申し上げます。

令和７年度藤岡市一般会計補正予算第５号は、令和７年９月１９日開会の令和７年第４

回藤岡市議会定例会へ提出されました。 

　　これに伴い、令和７年９月１６日付けで、地方教育行政の組織及び運営に関する法律

第２９条の規定により、補正予算案のうち教育費について市長から教育委員会に対して

意見を求められましたが、議案の提出までに会議を開くいとまがなかったため、藤岡市

教育委員会教育長に対する事務委任規則第４条第１項の規定に基づき教育長の臨時代理

としましたので、同条第２項の規定に基づき報告し、承認を求めるものでございます。 

　　令和７年度藤岡市一般会計補正予算第５号教育費の内容は、令和８年度に市内の全小

中学校の体育館に空調設備を設置する工事の実施に先立ち、設計業務を委託するための

費用を計上するもので、小学校施設維持管理事業で２，１１４万２，０００円の増額を、

中学校施設維持管理事業で１，０５７万１，０００円の増額をするものでございます。 

　　以上、提案説明といたします。 

教 育 長（岸正博君）ただ今、事務局より報告第８号について説明がありました。 

　　ご質疑又はご意見がありましたらお願いします。 

　　秋谷委員。 

委　　員（秋谷雅文君）ちょっとお聞きしたい点があるのですけど、先ほど教育長の諸報

告の中で、３月中旬に設計そのものが終わるだろうと、それで前回の定例会の時に部長

からできるだけ早くクーラー等を体育館に設置したいというお話があったと思うのです

が、目安としてある程度前倒しになる可能性はあるのですか。 

教育総務課長（山下由希子君）エアコンの設置時期についてのご質問ということでよろし

いでしょうか。市長の方から早期に設置するようにという命は受けておりますので、そ

れに向けて設置する努力はしていきます。明確にいつという時期は申し上げられないで

すけど、早期に設置するということはもちろんそのつもりで進めてまいりたいと思いま

す。 

委　　員（秋谷雅文君）やはり年々この暑さが、早く前倒しで暑くなっていますから、で

きる限り早く設置してもらった方が子どものためにいいのかなと思いますのでよろしく

お願いいたします。 

教 育 長（岸正博君）委員さんから要望がありましたので、早くせいということで、上げ
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ていきたいと思います。避難所にもなりますからね。早期になるように努めていきたい

と思います。 

　　他にご質疑はありませんか。 

委員一同　なし。 

教 育 長（岸正博君）ご質疑はありませんので、質疑を終了いたします。 

　　これより採決いたします。報告第８号について承認することにご異議ございませんか。 

委員一同　異議なし。 

教 育 長（岸正博君）異議がないようですので、報告第８号、事務の臨時代理の承認を求

めることについては、原案のとおり承認されました。 

 

 

日程第４　報告第９号　藤岡市総合学習センターの臨時休館

について 

教 育 長（岸正博君）次に、日程第４、報告第９号、藤岡市総合学習センターの臨時休館

について、事務局より説明をお願いします。 

生涯学習課長（塚本健次君）報告第９号について朗読及び概要を説明する。 

（説明内容）令和７年１１月３日に関孝和先生顕彰全日本珠算競技大会を開催いたします。 

　　それに伴う準備のため、藤岡市総合学習センターを令和７年１０月３１日から１１月

２日までの３日間を臨時休館とするものでございます。 

　　なお、１１月３日の開催日につきましては、藤岡市総合学習センターの設置及び管理

に関する条例施行規則第３条第１項第１号の規定により休館日となっております。 

教 育 長（岸正博君）ただ今、事務局より報告第９号について説明がありました。 

　　ご質疑又はご意見がありましたらお願いします。 

委員一同　なし。 

教 育 長（岸正博君）ご質疑はありませんので、報告第９号、藤岡市総合学習センターの

臨時休館についてを終わります。 

 

 

日程第５　議案第３２号　教育財産の廃止について 

教 育 長（岸正博君）次に、日程第５、議案第３２号、教育財産の廃止について事務局よ

り説明をお願いします。 

生涯学習課長（塚本健次君）議案第３２号について朗読及び概要を説明する。 
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（説明内容）藤岡市民ホールの設置及び管理に関する条例を廃止する条例を施行すること

に伴い、藤岡市民ホールは令和７年１０月１日をもって廃止となりますので、教育財産

としての用途を廃止し、市長に引き継ぐものでございます。 

　　用途廃止する財産につきましては、建物及び土地でございます。 

教 育 長（岸正博君）ただ今、事務局より議案第３２号について説明がありました。ご質

疑又はご意見がありましたらお願いします。 

　　秋谷委員。 

委　　員（秋谷雅文君）藤岡市民ホールがいままで教育財産ということで、教育委員会の

諸々のイベントで使われてきたと思いますが、今回、市長部局へ返すことによって、そ

の後、支障がおきやしないのか、色々なイベントをするのに際して、場所は確保できる

のかどうかということをお伺いしたいです。 

教 育 長（岸正博君）生涯学習課長。 

生涯学習課長（塚本健次君）藤岡市民ホールが廃止されることに伴って、利用団体がどう

なるかというお話だと思うのですが、藤岡市民ホール自体が廃止になる代わりに、今後

は複合施設の方で多目的ホールができますので、そちらの方で例えば展示とか、ものに

よっては発表していただく形と、地域づくりセンター藤岡の方で発表とかをしていただ

く、あとはほかにもみかぼみらい館の方で芸能発表とかそういうものをしていただくよ

うな形で、対応の方はしていただきたいと思っております。なお、利用団体の方につき

ましては、ちょっと何月か忘れたのですが以前に通知等は出して周知等の方は徹底して

おりますので、特に混乱はないと考えております。 

教 育 長（岸正博君）複合施設ふじまるが使えるようになるのは１０月１３日の午後から

ですか。 

生涯学習課長（塚本健次君）確か１３日にセレモニーが実施されますので、それ以降にな

ると思います。 

教 育 長（岸正博君）それまでの間、私もいろいろな団体のまとめをしているので、地域

づくりセンター藤岡とかは結構にぎわっていると、ですが使える会場が足らなくて困っ

ているという話は聞いておりません。１３日の午後から楽しみではあります。 

　　他にご質疑はありませんか。 

委員一同　なし。 

教 育 長（岸正博君）ご質疑はありませんので、質疑を終了いたします。これより採決い

たします。 

　　議案第３２号について承認することにご異議ございませんか。 
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委員一同　異議なし。 

教 育 長（岸正博君）異議がないようですので、議案第３２号、教育財産の廃止について

は、原案のとおり承認されました。 

 

 

閉 会 

教 育 長（岸正博君）以上で、本委員会に提出されました議案の審議は全て終了しました

ので、本日の会議を閉会します。 

閉会　１５時１分 

以上、この議事録が正確であることを証します。 

　令和７年１０月２３日 

 

教育長　　岸 　 正 博　　 

 

書 記　　秋 山 智 行　　


